
ハラスメントに関する苦情・相談制度

パワーハラスメント以外の
ハラスメント内部相談窓口

（相談員：所属校職員）

ハラスメント
外部相談窓口

（相談員：下記※２を参照）

ハラスメント行為の事実あり事実なし

○調査（指導）結果などを相談者へ報告
○外部相談窓口を利用した場合は外部相談員へ調査（指導）結果を報告

○ 行為の中止を指導
○ 行為者の処分 等

○相談員若しくは所属においてヒアリング等の調査を実施
 ○所属で指導したものの改善が見られない場合等，必要に応

 じて相談員が学校人事課へ報告
 ○報告を受けた場合，学校人事課が関係所属を通じ，調査を

 実施
 ○必要に応じて学校人事課職員が直接ヒアリング等の調査を

 実施

相談者がハラスメントに関する行為の中止措置などを希望する場合

上記による調査の結果・・・

相 談 員：並川 恭子（社会保険労務士）
相談場所：ユース社会保険労務士法人

（熊本市西区花園１丁目６－３５）
電 話：０９６－３２５－７３２１ 
E-mail ：namikawa@youth-sr.com

相談時間：メール・電話で相談者と調整
相談対象：県立学校及び熊本市を除く市町村（学校組合）

立小・中・義務教育・特別支援学校の教職員・
臨時的任用職員及び会計年度任用職員

※２ 外部相談員※１ パワーハラスメント内部相談窓口

パワーハラスメント
内部相談窓口

（相談員：下記※１を参照）

希望の相談
方法を選択

○相談員
小中学校 学校人事課 小中学校人事班職員

各教育事務所職員
県立学校 学校人事課 県立学校人事班職員

○相談方法 電話相談（土日及び祝日除く），電子メール

○相談対象：県立学校及び熊本市を除く市町村（学校組
合）立小・中・義務教育・特別支援学校の教
職員・臨時的任用職員及び会計年度任用職員

○連絡先 別紙参照

○学校人事課が関係所属を
通じて調査を実施

 ○必要に応じて学校人事課
職員が直接ヒアリング等
の調査を実施

内部相談窓口 外部相談窓口

相談者

mailto:namikawa@youth-sr.com


パワーハラスメント内部相談窓口の連絡先  

 

○専用メールアドレス pawahara@pref.kumamoto.lg.jp 

 

○電話番号 

学校人事課 県立学校人事班 096-333-2694 

学校人事課 小中学校人事班 096-333-2695 

宇城教育事務所 0964-32-3042 

玉名教育事務所 0968-74-2301 

菊池教育事務所 0968-25-4248 

阿蘇教育事務所 0967-22-5544 

上益城教育事務所 096-282-2229 

八代教育事務所 0965-33-7186 

芦北教育事務所 0966-82-4030 

球磨教育事務所 0966-24-7775 

天草教育事務所 0969-22-4754 
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